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瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付要綱

平成25年１月16日

告示第１号

改正 平成30年４月６日告示第９号

平成30年４月７日告示第10号

令和３年４月１日告示第20号

令和５年４月１９日告示第16号

（趣旨）

第１条 この要綱は，瀬戸内町長期振興計画における「ひとが輝く夢と希望に満ちた魅力あ

るシマ」を基本理念として，住民参画と協働により，「安全・安心で快適に暮らせるシマ

づくり」を推進するために取り組む事業に対し交付する瀬戸内町集落等支援対策強化事業

補助金（以下「補助金」という。）に関し，必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 この要綱に基づく補助対象者は，各集落や自治会・任意団体（以下「集落等」とい

う。）とし，個人は対象としない。

（補助対象事業）

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，地域の活性化

や地域課題の解決に向け，自主的かつ自発的な運営が行われ，その活動が公益に寄与する

事業とする。事業はそれぞれ住民参加型事業，空き家利活用事業に大分けする。

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事業は補助対象としない。

(1) 政治活動，宗教活動又は営利活動を目的とする事業

(2) 他の補助制度等の対象となる事業

(3) 前各号に掲げるもののほか，町長が適当でないと認める事業

（補助金の額）

第４条 補助金の額は，住民参加型事業については補助対象経費の10分の９以内で，１集

落等につき30万円を限度とする。空き家利活用事業については補助対象経費の10分の８

以内で，１集落につき130万円を限度とする。

２ 補助金の交付は，当該年度においては１集落等につき１回までとする。また，同一集落

等に対する補助金の交付は，同一集落等が複数年事業を実施することで，著しく事業効果

の向上が期待できるもの又は，活性化の度合いが顕著なものについては，３回を限度とす

る。

３ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは，これを切り捨てるものとする。
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（補助対象経費）

第５条 補助対象経費は，事業実施に直接要する経費とする。ただし，事業の実施によって

収益が見込まれる場合は，補助対象経費からその額を控除した額によって補助金の額を算

定するものとし，次に掲げる経費については，補助対象外経費とする。

(1) 経常的な運営経費

(2) 事務所等の維持管理費

(3) 人件費

(4) 食糧費

(5) 支払ったことが明確に確認できない経費

(6) 事業のために執行したことを客観的に証明することができない経費

(7) その他補助事業に直接関係のない経費及び社会通念上適正でないと認めた経費

（補助期間）

第６条 この要綱に基づいて交付する補助対象事業の実施期間は当該事業年度開始日から

事業年度末日までとする。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，次条に定める期

間内において，瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要

な書類を添付し，町長に提出しなければならない。

（募集期間）

第８条 事業の募集は，町の広報誌及びホームページに掲載するものとし，同年５月１日か

ら６月30日までの瀬戸内町の休日を定める条例（平成４年瀬戸内町条例第18号）で定め

る休日を除き，午前８時30分から午後５時15分までを募集期間とする。

（補助対象事業の審査）

第９条 町長は，第７条の規定により書類の提出を受けた事業について，審査委員会におい

て審査するものとする。

２ 審査委員会の委員は別表１に掲げる職にある者とする。

３ 委員長は審査会を代表し，会務を統括する。

４ 副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故があるときはその職務を代理する。

５ 提案事業は次の基準に基づいて審査を行い，必要に応じて集落等に説明を求めるものと

する。

(1) 地域課題の解決や地域の活性化に資すると認められる事業であること。

(2) 社会性の高い公益活動であること。
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(3) 事業計画に客観性があり，現実的であること。

（交付の決定）

第10条 町長は，前条の審査結果に基づき，補助金の交付の可否及び交付額を決定したと

きは，瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

（以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第11条 補助金は，補助事業の完了後に交付する。ただし，町長が必要と認めるときは，

概算払により交付することができる。

２ 申請者は，前項の規定により補助事業の完了後に補助金の交付を受けようとするときは，

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付請求書（様式第３号）を，概算払により補助

金の交付を受けようとするときは，瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金概算払交付請

求書（様式第４号）を，町長に提出しなければならない。

（補助金の変更等）

第12条 補助事業の内容の変更若しくは補助事業に要する経費の20％以上の変更，又は事

業の中止，若しくは廃止する場合は，瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金事業計画変

更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）を町長に提出し，その承認を受けなければな

らない。町長が変更内容等について承認するときは，瀬戸内町集落等支援対策強化事業補

助金変更交付（取消し）決定通知書（様式第６号）により通知する。

２ 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったと

きは，遅延なく町長に報告し，その指示を受けなければならない。

（実績報告）

第13条 申請者は，事業が完了したときは，瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金実績

報告書（様式第７号）に必要な書類を添付し，交付決定を受けた日の属する年度と同一の

年度内に町長に提出しなければならない。

（報告等）

第14条 申請者は，活動の成果について広く町民に公開することを原則とする。

（返納）

第15条 申請者は，事業の精算額が補助金交付決定額を超えなかった場合は，補助交付決

定額から精算額を控除した額を町長に返納しなければならない。

（決定の取り消し）

第16条 町長は，補助金の交付の決定を受けた者が，偽りその他不正な手段により補助金

の交付を受けたと認めるときは，交付の決定を取り消すことができる。
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２ 町長は前項の規定に基づき交付の決定を取り消したときは，既に交付した補助金の返還

を命ずることができる。

（関係書類の整理等）

第17条 申請者は，補助事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し，補助金に係る

会計年度終了後５年間保管しておかなければならない。

（補則）

第18条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成30年４月６日告示第９号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成30年４月７日告示第10号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年４月１日告示第20号）

この要綱は，公布の日から施行する。

附 則（令和５年４月１９日告示第16号）

この要綱は，公布の日から施行する。

別表１（審査委員会委員）

区分 役職

委員長 副町長

副委員長 総務課長

委員 企画課長

委員 商工交通課長

委員 建設課長

委員 農林課長

委員 水産観光課長

委員 社会教育課長

委員 業務に関する主管課長
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様式第１号(第７条関係)

年 月 日

瀬戸内町長 様

申請団体名：

代表者住所：

代表者氏名：

連絡先電話番号：

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付申請書

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとお

り申請します。

記

１ 事業収支予算及び補助金交付申請額

(1) 事業に要する経費の総合計（総事業費） 円

(2) 補助対象経費の合計 円

(3) 補助金額 円

２ 補助事業の目的・内容 別紙のとおり

添付書類

(1) 事業計画書 （別紙１）

(2) 収支予算書 （別紙２）

(3) 集落等申請団体における直近の総会資料

(4) 通帳の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの



6/16

（別紙１）

事業計画書

事 業 名

事業の

区 分

(1) 新規

(2) 継続( 年目)
※該当する方に○を付けてください。

実施期間 年 月 日 ～ 年 月 日

実施場所
瀬戸内町

※実施場所が限定される場合は、位置図も添付してください。

事業内容

(具体的に
記載してく

ださい)

事業を行う

目的と期待

する効果

補助金交付

申請予定額
円
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（別紙２）

収支予算書

収入の部 単位：円

支出の部 単位：円

【添付資料】

集落等申請団体における直近の総会資料

（事業計画・収支予算・事業報告・収支決算及び※通帳の写し）も添付して下

さい。

※通帳の写しについては、口座番号及び現在の残高が確認できる面の 2枚を

添付

区 分 金 額 説 明

町補助金

合 計

区 分 金 額 説 明

補

助

対

象

経

費

補助対象経費計①

補

助

対

象

外

経

費

補助対象外経費計②

総事業費③＝①＋②
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様式第２号（第 10 条関係）

第 号

年 月 日

様

瀬戸内町長

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付（不交付）決定通知書

年 月 日付をもって申請のあった瀬戸内町集落等支援対策強化事

業に要する経費に対し、下記のとおり決定したので通知します。

記

注意事項

１ 瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付要綱第13条の規定に基づ
き補助事業完了後速やかに実績報告書を提出すること。

２ 事業完了報告書に添付する書類等

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 実施写真

(4) 補助対象経費に係る契約書、請求書及び領収書の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

補助金申請額 円

交付
補助金決定額

円

不交付
理由
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様式第３号（第 11 条関係）

年 月 日

瀬戸内町長 様

申請団体名：

代表者住所：

代表者氏名： ㊞

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付請求書

年 月 日付 第 号で交付決定のあった瀬戸内町集落等支

援対策強化事業補助金について、瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付

要綱第 11条の規定により、下記のとおり請求します。

記

〈口座振替依頼書〉

交付決定額 円

添付書類
1 補助金等交付決定通知書の写し

2 その他町長が必要と認める書類

金 融 機 関 名

本・支店等名

預 金 種 目 普 通 ・ 当 座

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義 人
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様式第４号（第 11 条関係）

年 月 日

瀬戸内町長 様

申請団体名：

代表者住所：

代表者氏名： ㊞

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金概算払交付請求書

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった瀬戸内町集落等支

援対策強化事業補助金について、瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付

要綱第 11条の規定により、次のとおり概算払の方法により交付されるよう請求
します。

記

１．交付決定額及び請求額 円

２．概算払を必要とする理由

〈口座振替依頼書〉

交付決定額 円

添付書類
1 補助金等交付決定通知書の写し

2 その他町長が必要と認める書類

金 融 機 関 名

本・支店等名

預 金 種 目 普 通 ・ 当 座

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義 人
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様式第５号（第 12 条関係）

年 月 日

瀬戸内町長 様

申請団体名：

代表者住所：

代表者氏名：

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金事業計画変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった瀬戸内町

集落等支援対策強化事業補助金にかかる補助事業の計画を次のとおり変更（中

止・廃止）したいので、瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金交付要綱第 12

条の規定により関係書類を添えて申請します。

記

１．変更（中止・廃止）の理由

２．変更計画の内容



瀬戸内町地域提案型事業補助金交付要綱

12/16

様式第 6号（第 12 条関係）

第 号

年 月 日

殿

瀬戸内町長

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金変更交付(取消し)決定通知書

年 月 日付け 第 号で決定通知した瀬戸内町集落等

支援対策強化事業に対する補助金について、瀬戸内町集落等支援対策強化事業

補助金交付要綱第 12 条の規定により次のとおり変更交付(取消し)することに

決定したので通知します。

記

(変更前) (変更後)

1 補助金 円 円

2 変更(取消し)の理由
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様式第 7号（第 13 条関係）

年 月 日

瀬戸内町長 様

申請団体名：

代表者住所：

代表者氏名：

連絡先電話番号：

瀬戸内町集落等支援対策強化事業補助金実績報告書

年 月 日付 第 号で交付決定通知のありました瀬戸内町

集落等支援対策強化事業補助金に係る事業を完了したので、瀬戸内町集落等支

援対策強化事業補助金交付要綱第 13条の規定により、下記のとおり報告します。

1 決算状況

(1) 事業に要した経費の総合計（総事業費） 円

(2) 補助対象経費の合計 円

(3) 補助金額 円

2 補助事業の実施状況 別紙のとおり

添付書類

(1) 事業報告書 （別紙１）

(2) 収支決算書 （別紙２）

(3) 実施写真

(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの
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（別紙１）

事業報告書

事 業 名

事業の

区 分

(1) 新規

(2) 継続( 年目)
※該当する方に○を付けてください。

実施期間 年 月 日 ～ 年 月 日

実施場所
瀬戸内町 地内

※実施場所が限定される場合は、位置図も添付してください。

事業内容

(実施した内
容をできる

だけ詳しく、

参加人数等

を加えて記

入してくだ

さい)

事業の目的

と期待する

効果に対す

る成果と課

題及び今後

に向けた取

組み

備 考
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（別紙２）

収支決算書

収入の部 単位：円

支出の部 単位：円

区 分 金 額 説 明

合 計

区 分 金 額 説 明

補

助

対

象

経

費

補助対象経費計①

補

助

対

象

外

経

費

補助対象外経費計②

総事業費③＝①＋②
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様式第１号（第７条関係）

様式第２号（第10条関係）

様式第３号（第11条関係）

様式第４号（第11条関係）

様式第５号（第12条関係）

様式第６号（第12条関係）

様式第７号（第13条関係）


